
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
二
号
）

一

消
費
者
庁
等
の
県
内
へ
の
移
転
を
推
進
す
る
た
め
の
課
題
解
決
に
向
け
た
総
合
的
調
整
を
行
う
た

め
、
消
費
者
行
政
推
進
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

広
域
連
合
や
知
事
会
議
な
ど
広
域
的
な
連
携
を
図
る
た
め
の
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
総
合
政
策

課
に
広
域
連
携
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

よ
り
安
全
で
安
心
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
戦
略
的
に
構
築
す
る
た
め
、
情
報
シ
ス

テ
ム
課
を
情
報
戦
略
課
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

関
西
広
域
連
合
の
関
連
業
務
、
地
域
医
療
の
再
生
及
び
災
害
医
療
等
の
広
域
的
医
療
に
関
す
る
課

題
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
医
療
戦
略
推
進
室
を
改
組
し
、
広
域
医
療
課
を
設
置
す
る

こ
と
と
し
た
。

五

働
き
方
の
改
革
等
の
戦
略
的
な
推
進
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め
、
労
働
雇

用
課
を
労
働
雇
用
戦
略
課
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

海
外
販
路
の
拡
大
や
外
国
人
観
光
客
の
積
極
的
な
誘
致
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
国
際
戦
略
課
を

国
際
企
画
課
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

七

国
際
化
に
対
応
し
た
生
産
販
売
対
策
を
一
層
推
進
し
、
県
産
農
林
水
産
物
の
更
な
る
輸
出
の
拡
大

を
図
る
た
め
、
六
次
化
・
輸
出
戦
略
室
を
輸
出
・
六
次
化
推
進
室
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

八

県
産
材
の
更
な
る
増
産
と
利
用
の
拡
大
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
次
世
代
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
推
進
室
を
新
次
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

九

陸
上
交
通
、
海
上
交
通
及
び
航
空
交
通
の
体
系
的
な
整
備
に
よ
る
国
内
外
か
ら
の
人
の
交
流
や
物

流
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
交
通
戦
略
課
を
次
世
代
交
通
課
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

十

一
元
的
な
窓
口
機
能
の
向
上
を
図
り
、
よ
り
親
し
み
や
す
く
利
用
し
や
す
い
相
談
体
制
を
構
築
す

る
た
め
、
監
察
課
に
県
民
ふ
れ
あ
い
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

十
一

そ
の
他
本
庁
、
本
庁
構
成
機
関
及
び
東
部
各
局
の
内
部
組
織
及
び
職
制
等
に
つ
い
て
、
所
要
の

改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

十
二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
三
号
）

一

機
構
改
革
の
実
施
、
法
令
の
改
正
等
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
四
号
）

一

次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
、
機
構
改
革
に
伴
う
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
会
計
規
則

２

徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則

３

徳
島
県
予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則

４

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則

５

徳
島
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則

６

徳
島
県
物
品
購
入
審
査
委
員
会
規
則

７

徳
島
県
県
有
車
両
管
理
規
則

８

徳
島
県
公
文
書
管
理
規
則

９

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
職
員
を
定
め
る
規
則



二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則
（
規
則
第
四
十
五
号
）

一

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


